
目

次

告

示

○
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
に
係
る
指
定
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
資
源
循
環

推

進

課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
准
看
護
師
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
二

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金

（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務
委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務
の
委
託
qqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
五

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
農
林

水
産
事
務
所

八

戸

水
産
事
務
所
）
…
六

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
農
林

水
産
事
務
所
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の

十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
に
係
る
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

埋

立

地

の

区

分

指

定

区

域

つ
が
る
市
木
造
稲

垣
一
般
廃
棄
物
最

終
処
分
場

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年

政
令
第
三
百
号
）
第
十
三
条
の
二

第
一
号
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
三
第

十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
九
条
第
五
項
の
確

認
を
受
け
て
廃
止
さ
れ
た
一
般
廃

棄
物
の
最
終
処
分
場
）

つ
が
る
市
木
造
菰
槌
三
好
野
一
二

五
の
四
四
の
一
部

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の

十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
に
係
る
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
九
百
八
十
二
号

令
和
七
年十

月
二
十
二
日

（
水
曜
日
）



令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

埋

立

地

の

区

分

指

定

区

域

つ
が
る
市
車
力
一

般
廃
棄
物
最
終
処

分
場

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年

政
令
第
三
百
号
）
第
十
三
条
の
二

第
一
号
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
三
第

十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
九
条
第
五
項
の
確

認
を
受
け
て
廃
止
さ
れ
た
一
般
廃

棄
物
の
最
終
処
分
場
）

つ
が
る
市
車
力
町
屏
風
山
一
の
一

〇
二
〇
の
一
部

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
号

令
和
七
年
度
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

令
和
八
年
二
月
十
日
（
火
）

２

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
一
一

東
奥
日
報
新
町
ビ
ル
三
階

Ｎ
ｅ
ｗ
，
ｓ
ホ
ー
ル

二

受
験
願
書
受
付
期
間

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
（
火
）
か
ら
十
二
月
一
日
（
月
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合

は
十
二
月
一
日
（
月
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
医
療
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
原
則
と
し
て
郵
送
に
よ
る
請
求
と
す
る
の
で
、
事
前
に
青
森
県
健
康
医
療
福

祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
九
一
）
に
問
い
合
わ

せ
る
こ
と
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
同
窓
口
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

岡
本

亜
希

子

公
益
財
団
法
人

鷹
揚
郷
腎
研
究

所
弘
前
病
院

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
九
〇

泌
尿
器
科
（
じ
ん
臓
機

能
障
害
、
ぼ
う
こ
う
機

能
障
害
）

令
和七･一〇･
一

村
澤

洋
美

公
益
財
団
法
人

鷹
揚
郷
腎
研
究

所
弘
前
病
院

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
九
〇

泌
尿
器
科
（
じ
ん
臓
機

能
障
害
、
ぼ
う
こ
う
機

能
障
害
）

〃

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

青
森
商
工
会
議
所

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
一
八

令
和七･一〇･
六
令
和七･一〇･一五

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金
（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務

委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

弘
前
商
工
会
議
所

弘
前
市
大
字
上
鞘
師
町
一
八
の
一

令
和七･一〇･
六
令
和七･一〇･一五

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金
（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務

委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

八
戸
商
工
会
議
所

八
戸
市
大
字
堀
端
町
二
の
三

令
和七･一〇･
六
令
和七･一〇･一五

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金
（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務

委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

黒
石
商
工
会
議
所

黒
石
市
大
字
市
ノ
町
五
の
二

令
和七･一〇･
六
令
和七･一〇･一五

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金
（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務

委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

五
所
川
原
商
工
会
議

所

五
所
川
原
市
字
東
町
一
七
の
五

令
和七･一〇･
六
令
和七･一〇･一五

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金
（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務

委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

十
和
田
商
工
会
議
所

十
和
田
市
西
二
番
町
四
の
一
一

令
和七･一〇･
六
令
和七･一〇･一五

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金
（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務

委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

む
つ
商
工
会
議
所

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
一
一
の
四

令
和七･一〇･
六
令
和七･一〇･一五

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金
（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務

委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

青
森
県
商
工
会
連
合

会

青
森
市
新
町
二
丁
目
八
の
二
六

令
和七･一〇･
六
令
和七･一〇･一五

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金
（
第
四
弾
）
給
付
等
業
務

委
託
の
支
出
に
関
す
る
事
務

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年

十
月
十
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

宮
下
宗
一
郎

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
浜
名
字
二
ツ
石
一
五
五
番
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示
（
平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号
）
で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
④
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ

線
及
び
①
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
七
七
二
・
六
四
七

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
三
一
一
七
九
・
六
二
五

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
七
七
二
・
九
六
五
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Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
三
一
〇
一
九
・
六
二
六

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
九
六
・
三
一
五

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
三
一
〇
一
九
・
四
七
四

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
九
六
・
〇
四
四

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
三
一
一
五
五
・
八
五
三

３

面
積

一
一
、
三
五
八
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
浜
名
字
二
ツ
石
一
五
五
番
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示
（
平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号
）
で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
ア
の
地
点
か
ら
エ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ

線
及
び
ア
の
地
点
と
エ
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
八
二
二
・
五
一
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
三
一
二
四
七
・
四
五
三

イ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
八
二
三
・
二
七
七

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
三
〇
八
六
二
・
三
七
六

ウ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
二
七
・
二
二
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
三
〇
八
〇
二
・
〇
〇
九

エ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
二
六
・
四
五
七

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
三
一
一
八
六
・
六
〇
九

３

面
積

七
五
、
四
九
六
・
一
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地
、
道
路
、
護
岸
、
岸
壁

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

三
沢
市
さ
つ
き
ヶ
丘
一
丁
目
二
三
の
七
九

坂

岡

正

彦

三
沢
市
鹿
中
二
丁
目
五
八
の
二
〇
七

宮

古

智

治

三
沢
市
織
笠
二
丁
目
二
五
七
九
の
一

沼

山

邦

将

三
沢

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩

木
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

九
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
中
南
農
林
水
産
事
務
所
長

齋

藤

禎

展

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

監
事

〃

今

潤
一

齊
藤

秀
明

弘
前
市
大
字
浜
の
町
東
三
の
二
の
一
一

弘
前
市
大
字
一
町
田
字
村
元
六
六
一
の
二

令
和七･
九･
三就
任

七･
五･三〇退
任
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


